
2019 年 2 月 1 日 

(株)東京環境測定センターニュース 

（Ｎｏ.２０8） 

「土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にお

ける土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件」、「要措置区域外から搬入された土壌を使用

する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件」、「自然由来等

土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地

下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件」及び「浄化等処理施設に

おいて浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件」

が１月 29 日（火）に公布されました。 

１．公布の経緯 

平成 29 年 5 月 19 日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 33 号。以下「改

正法」という。）が公布され、改正法のうち、公布後 2年以内の施行とされている部分については、

平成 31 年 4 月１日から施行（第 2段階施行）することとされています。 

今般、改正法の第 2 段階施行に伴い必要となる告示事項を定めるとともに、第一次答申及び第

二次答申において措置を講ずることとされた告示に関する規定を設けるため、土壌汚染対策法施

行規則の一部を改正する省令等に係る環境大臣告示について、 

①土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にお

ける土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/110644.pdf(参照) 

②要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚

染状態の調査方法を定める件 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/110645.pdf(参照) 

③自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質

を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を定める件 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/110646.pdf(参照) 

④浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の

調査方法を定める件 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/110647.pdf(参照) 

の 4 告示を定めるものです。 

出典:環境省報道発表資料報告 

御質問、問合せは、技術グループ TEL03(3895)1924 までお願いします。 
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